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第10回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成24年12月14日) 

 

 第 10 回  熊本県議会道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 

平成24年12月14日(金曜日) 

            午前10時00分開議 

            午前11時35分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 地方分権改革について 

 （２） 道州制について 

 （３） 閉会中の継続審査事件について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(16人) 

        委 員 長 重 村   栄 

        副委員長 小早川  宗  弘 

        委  員 前 川   收 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 九 谷 高 弘 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

         部 長 駒 崎 照 雄 

 総括審議員兼 

市町村局長 小 嶋 一 誠 

        人事課長 古 閑 陽 一 

        財政課長 濱 田 義 之 

        税務課長 渡 辺 克 淑 

     市町村行政課長 能 登 哲 也 

     市町村財政課長 山 口 洋 一 

企画振興部 

       政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

      首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

環境生活部 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

 商工観光労働部 

      首席審議員兼 

      商工政策課長 木 村   敬 

 農林水産部 

    農林水産政策課長 国 枝   玄 

 土木部 

        監理課長 金 子 徳 政 

   都市計画課審議員兼 

        課長補佐 田 尻 雅 裕 

教育委員会事務局 

     教育政策課長 田 中 信 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 板 橋 徳 明 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○重村栄委員長 おはようございます。ま

ず、開会に先立ちまして御報告いたします。

本日は、荒木委員は少しおくれるとの連絡が

入っております。 

 ただいまから、第10回道州制問題等調査特

別委員会を開会いたします。 

 審議に先立ちまして、さきの本会議におい

て、新たに本委員会の委員に選任されました
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甲斐委員から、一言御挨拶をお願いいたしま

す。甲斐委員どうぞ。 

 

○甲斐正法委員 おはようございます。下益

城郡区選出、自由民主党の甲斐正法と申しま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○重村栄委員長 それでは、審議に入りま

す。 

 衆議院選挙中でございまして、気がそぞろ

の先生方も多数いらっしゃるかと思います

が、しばらくの間、こちらのほうに神経を集

中していただいて、御審議をいただきたいと

思います。 

 それでは、本委員会に付託されている調査

事件は、地方分権改革に関する件、道州制に

関する件であります。 

 まず、執行部からの説明の後に、一括して

審議を行いたいと思います。 

 説明に当たっては、可能な限り簡潔にお願

いいたします。 

 それでは、お手元の委員会次第に沿って、

順次説明をお願いいたします。 

 議題１及び２について、坂本企画課長。 

 

○坂本企画課長 企画課でございます。座っ

たまま失礼いたします。 

 まず、地方分権改革関係について、御説明

いたします。 

 資料をめくっていただき、２ページをお開

きください。ぺージの右側に、地域主権改革

における主な動きをまとめております。 

前回９月の委員会で御報告させていただい

た内容から、新たにつけ加えた項目に、アン

ダーラインを引いております。 

 ことしの３月９日に、国会に提出されてい

た第３次一括法案は、衆議院の解散に伴い廃

案となっております。 

 解散前日の11月15日には、国の特定地方行

政機関の事務等の移譲に関する法律案と、国

の出先機関の事務・権限のブロック単位での

移譲が閣議決定されております。 

 内容につきましては、後ほど九州広域行政

機構に関連づけて御説明いたします。 

 解散後の11月30日には、地域主権推進大綱

が閣議決定されております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 地域主権推進大綱の概要について、御説明

いたします。 

本大綱は、これまでの取り組みと成果を総

括し、今後の課題と進め方について取りまと

めたものです。 

 以下、主な項目の概要について、御説明い

たします。 

 まず、第１、義務付け・枠付けの見直しと

条例制定権拡大については、左側の①にあり

ますように、第１次、第２次一括法が成立

し、本県においても条例の整備が進められて

おります。今後は、右側の②、廃案になった

第３次一括法案に盛り込まれていた事項の実

現や、③、第２次勧告のうちこれまで見直し

対象とならなかった事項等について、第４次

見直しにおいて検討が進められております。 

 また、④のところですが、今後の義務付

け・枠付けの新設については、必要最小限に

することとされ、所管府省や総務省において

厳格なチェックを行うとともに、必要に応じ

地域主権戦略会議において、所管府省に意見

を述べることとされております。 

 次の、第２、基礎自治体への権限移譲につ

いては、第２次一括法の施行に伴い、市町村

に対する事務移譲が進められております。今

後は、右側の②、③にありますように、さら

なる事務移譲についても、検討を進めていく

こととされております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第３、国の出先機関の原則廃止の①につい

ては、後ほど九州広域行政機構のところで御

説明をいたします。 

 ③、ハローワークにつきましては、国が行
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う無料職業紹介と地方公共団体が行う相談業

務等を、一体的に実施する取り組みが進めら

れるとともに、移管と実質的に同じ状況をつ

くるハローワーク特区が、埼玉県と佐賀県で

開始されております。 

なお、右側③にありますように、ハローワ

ーク特区は、今後３年程度の実施を経て、権

限移譲について検討されることとされており

ます。 

 次の、第４、ひもつき補助金の一括交付金

化については、新たに地域自主戦略交付金が

創設され、平成23年度から導入されておりま

す。本県の交付金の配分状況については、後

ほど御説明いたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第５、地方税財源の充実確保に関しまして

は、社会保障と税の一体改革において、消費

税率の段階的引き上げを行うこととする法案

が、８月に成立しました。 

 今後の進め方については、右側になります

が、①、安定的な地方税体系の構築、②、地

方交付税の総額確保が記載されております。 

 第６、直轄事業負担金の廃止に関しては、

維持管理に係る負担金制度が廃止されまし

た。今後は、現行の制度の廃止とその後のあ

り方について、25年度までに結論を得ること

とされております。 

 第７、地方自治制度の見直しでは、①、地

方自治法の改正、②、大都市制度のあり方に

ついて審議中ということが記載されておりま

す。今後、引き続き検討とされておるところ

です。 

 第８、自治体間連携では、右の欄の方を見

ていただきますと、今後の進め方のところで

すが、道州制の記載がありますが、射程に入

れていくという表現になっております。 

 第９、緑の分権改革の推進などに関する取

り組みが、地域主権改革として進められてま

いりました。今後、事業化モデルの全国展

開、定住自立圏構想の一層の充実を図るとい

うふうにされております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ここからは、義務付け・枠付けの見直しと

条例制定権の拡大についてでございます。昨

年成立しました第１次一括法と第２次一括法

についての、現在の熊本県の対応状況をまと

めております。 

 これまで、国が決定し、地方公共団体に義

務づけてきた基準等を、地方公共団体がみず

から決定し、実施するよう改めるために、条

例制定が必要となるものです。 

 本議会には、老人福祉法、社会福祉法、介

護保険法、生活保護法、児童福祉法、障害者

自立支援法に関する社会福祉施設等の人員、

設備及び運営の基準等を定める18本の条例案

を提出させていただいております。本県独自

の基準を設定しておりますので、後ほど御説

明させていただきます。 

 右のほうをごらんください。(2)にありま

すように、今年度内に改正を行う必要があり

ますものは、道路法、鳥獣保護法などの残り

６法律分になります。それぞれ所管課で検討

を進めており、次の２月議会に提案させてい

ただく予定でございます。 

 その下の、基礎自治体への権限移譲につい

ては、来年４月の移譲に向け、県と市町村間

で、説明会の実施やマニュアルの作成・配布

等を進めております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 今議会に提案させていただきました18条例

について、本県が独自に制定した主な基準に

ついて、説明させていただきます。 

 今回、社会福祉施設等の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の制定に当たり、利用

者の皆様の福祉の向上等に資するよう、庁内

はもとより、施設設置者や各種福祉サービス

の提供事業者、関連団体等と意見交換を行い

ながら、基準の検討を行ってまいりました。

それらの検討を踏まえ、18条例全てに共通す

る施設運営基準として、次の５項目を努力義
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務として各条例に独自に盛り込んでおりま

す。 

 まず、①、外部評価等によるサービスの質

の向上として、施設の自己評価とともに定期

的に外部評価を実施し、その結果を公表する

ことで、サービスの質の向上と改善が図られ

るというふうに考えております。 

 次に、②、非常災害時の対応として、災害

時に地域の高齢者、障害者など要援護者の受

け入れに努めることで、災害対策の向上が図

られると考えております。 

 ③、食事の提供における地産地消の推進で

は、県内産の農林水産物を使用していただく

ことで、利用者の食生活の向上が図られるも

のと考えております。 

 ④、食育の推進では、地域の特色を生かし

た食事の提供など、食育の推進に努めること

とし、その効果として、利用者が、健全で豊

かな食生活を送ることができるものと考えて

おります。 

 ⑤、地域福祉の推進としては、施設の利用

者が、地域住民と交流できる機会の確保に努

めることとし、結果として、利用者が、地域

住民とのふれあいの中で、安心して暮らして

いくことができるのではないかと考えており

ます。 

 以上が、18条例に共通して盛り込む５つの

独自基準でございます。 

 続きまして、その他の個別の条例における

独自基準について、御説明いたします。 

 (1)、特別養護老人ホーム及び指定介護老

人福祉施設の居室の定員の特例を、独自に設

定しております。国の基準では、居室定員を

原則１人とし、必要と認められる場合は、特

例として２人とすることができるとなってお

ります。新たに定める本県の基準では、定員

は、原則１人としつつ、特例として２人以上

４人以下とすることができるとし、このこと

により入所希望者やその家族の多様なニーズ

に対応することが可能となります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 本県独自の基準の、(2)、保育所の設備及

び運営の基準として、屋外遊戯場の設置基準

を独自に設定いたしました。保育所は、屋外

遊戯場を設置することとされており、国の基

準では、保育所の付近に設置することも可能

とされております。新たに定める県の独自基

準では、保育所の建物等と同一敷地または隣

接する敷地内に設置しなければならないと

し、このことにより、児童の安全の確保が図

られ、他県で発生している移動時の交通事故

も未然に防げると思っております。 

 次に、満３歳以上の幼児に対する食事の提

供について、外部からの搬入を認める際の要

件を義務化しております。国の基準では、満

３歳以上の幼児に対する食事の提供で、外部

搬入を認める要件として、食育に関する計画

に基づき食事を提供するよう努めることとさ

れております。新たに定める県の独自基準で

は、そのことを努力義務ではなく義務づける

ことといたしました。これにより、外部搬入

であっても、食育計画に基づく満３歳以上の

幼児への食事の提供が確保されるものと考え

ております。 

 以上が、本議会に提案している条例におけ

る、県が独自に制定した主な基準でございま

す。 

 なお、下の段にありますように、２月議会

に提案予定の条例においても、道路、公営住

宅、高齢者、障害者等の移動の円滑化、鳥獣

保護に関する独自基準の設定を検討中でござ

います。 

 ９ページ、10ページは、一括法の施行に伴

う条例制定、権限移譲に係る工程表となって

おります。前回お示しした工程表からの変更

はございません。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金

についてです。１段落目にあるとおり、４月
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６日に、内閣府から各都道府県に交付限度額

が通知されておりましたが、その次の段落に

ありますように、10月26日に閣議決定された

予備費活用の経済対策として、内閣府から新

たに防災力向上のための追加配分がありまし

た。これは、大規模災害に備えた防災・減災

対策事業であって、緊急性が高いものに限定

された配分であり、都道府県分全体で186億

円、うち本県分として3.4億円の配分があり

ました。 

 ９月以降の地方分権改革に関する主な動向

は、以上のとおりです。 

 続きまして、国の出先機関の原則廃止に関

連して検討しております九州広域行政機構に

ついて、御説明いたします。12ページをお開

きください。ここからは、資料が縦になって

おります。申しわけございません。 

 九州広域行政機構に関する経緯をまとめた

ものでございます。最近の経緯を、国の動

き、全国知事会、関西広域連合の動き、そし

て九州知事会の動きの３列で整理をしており

ます。 

 アンダーラインを引いているのが、今回新

たに御説明する内容となります。 

 前回は、９月の通常国会会期末までに法案

提出ができなかったことについて、御説明を

いたしました。 

 その後、10月29日に臨時国会が開会され、

10月31日には九州地方知事会議が開催され、

緊急提言を公表しました。それが、13ページ

になります。 

 第３段落目で、さきの通常国会の法案提出

は見送られたが、法案は、九州の主張を多く

取り入れたもので評価できるということを書

いております。 

 第４段落目で、なお、移譲対象となる事

務・権限の全体像や、財源確保のための具体

的な仕組み、持ち寄り事務等の詳細は、依然

として明らかにされていないが、従来からの

九州地方知事会の主張を十分に踏まえて、早

期に政府の考え方を示すことが必要であると

いうことを書いております。 

 そして、次の段落で、ここが特に意識して

記載したところでございますが、この委員会

でも再三申し上げてきましたが、市町村との

意見交換というのが不足していたという反省

に基づきまして、２行目に、基礎自治体や経

済団体等との意思疎通を深めながらというよ

うな言葉を入れております。九州地方知事会

においては、基礎自治体や経済団体等との意

思疎通を深めながら取り組みを進めていく所

存であるというふうに記載しております。 

 最後の段落で、国は政治の強力なリーダー

シップのもと、基礎自治体の理解を得るため

の取り組みを進め、早期の法案提出の実現を

求めるとしています。 

 12ページに戻っていただきまして、11月に

入って国の動きが急展開をしました。 

 まず、８日に、第17回地域主権戦略会議に

おいて、法案について議論されましたが、報

道によりますと、市町村側からの慎重論が相

次ぎ、法案の了承は見送られたという中で、

その後、法案の課題のうち大規模災害時の対

応、市町村の意見の反映の仕組みについて修

正をされ、13日の第10回アクションプラン推

進委員会、続く15日の第18回地域主権戦略会

議で再度議論をなされました。そして、15

日、地域主権戦略会議の後に、国は持ち回り

で法案等の閣議決定を行いました。しかし、

臨時国会での法案提出は見送られ、翌16日に

は、衆議院解散ということになりました。今

後の法案の取り扱いというのは、選挙後の政

府、国会に委ねられているということでござ

います。 

 では、閣議決定されました法案の概要につ

いて、簡単に御説明をいたします。14ページ

からになります。 

 ６月の本委員会で御説明しました第９回の

アクションプラン推進委員会時点での案か

ら、修正された箇所にアンダーラインを引い
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ております。そのうち、主な修正箇所につい

てだけ、御説明をいたします。 

 まず、15ページの４、国及び特定広域連合

等の責務についてですが、③の項目が追加を

されております。全国市長会等の意見を踏ま

え、事務等の実施に当たって、できる限り関

係市町村の意見を反映しなければならないこ

とが規定されたものです。 

 次に、16ページの６、事務等移譲計画の認

定について、②の項目が追加されています。

実施区域に含まれる都道府県及び市町村の意

見を聴いたときは、できる限りその意向を反

映しなければならないことが規定され、市町

村等の意見を反映することが義務づけられて

おります。 

 少し飛びまして19ページ、８、認定を受け

た特定広域連合に関する特例等の⑦ですが、

大規模災害時等の万全な対応ということで、

大臣から指示を受けた特定広域連合等は、直

ちに当該市に係る措置をとらなければならな

いという規定が追加されております。 

 最後に、20ページの11のその他の②になり

ますが、法律施行後１年経過後に検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

という規定が追加されております。 

 また、この法案の閣議決定にあわせて、国

の出先機関の事務・権限のブロック単位での

移譲についてという閣議決定がなされており

ます。21ページがその概要になりますが、こ

の中では、法案に定めるほかの移譲対象、出

先機関で実施されている個別の事務権限の移

譲等の取り扱いについて定められています。 

 主な内容としては、まず、経済産業局、地

方整備局、地方環境事務所の長が、法令によ

る委任を受け、または、通達等に基づき実施

している個別の187法律の事務権限のうち、

①を見ていただきますと、70法律の事務権限

は移譲の対象とする。②で、これは重複もあ

りますが、142法律の事務権限は原則移譲の

対象とする方向で、期限を切って引き続き検

討するものとされております。 

 次に、法令で個別に規定されてない事務権

限のうち、移譲の対象となった事務等に関連

するものについては、特定広域連合等が地域

における事務として、みずから実施すること

とされております。 

 以上が、閣議決定された法案等の概要にな

ります。 

 この法案等の閣議決定を受けて、11月15

日、16日は、地方の各団体からコメントが出

されております。その中で、九州地方知事会

の広瀬大分県知事から出されたコメントを、

22ページにつけております。 

 第３段落目を見ていただきますと、衆議院

解散により法案成立の見込みは立っていない

が、この法案は、今後の国と地方のあり方に

関する制度を構築する際の礎となるものと考

えるということで、第４段落目で、今後、今

回の法案を土台として、国が責任を持って、

国の出先機関改革の方針を示し、実現に向け

て取り組んでいただきたいとしております。 

 このほかに、地方の各団体から出されたコ

メントの詳細については、省略させていただ

きますが、全国知事会及び関西広域連合から

のコメントでは、法案化に至ったことを評価

するという内容になっております。一方、全

国市長会及び全国町村会からは、基礎自治体

への懸念が払拭されない中で法案を閣議決定

したことは、極めて遺憾であるという声明が

出されております。 

 本県としても、今回法案提出に至らなかっ

たことは残念でありますが、国と地方が協議

を重ねて具体的な法案が閣議決定されたこと

は、一定の成果と考えております。 

 以上が、地方分権改革関係の説明になりま

す。 

 続きまして、道州制関係について、御報告

をさせていただきます。24ページをお開きく

ださい。 

また、資料は横に戻ります。申しわけあり

 - 6 -



第10回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成24年12月14日) 

ません。 

 道州制関係の動きを一覧にしております

が、前回の報告から動きがあったものを、ア

ンダーラインを引いたゴシック調で記載をし

ております。 

 まず、11月21日及び22日に、本県もメンバ

ーであります道州制推進知事・指定都市市長

連合が、政党への要請活動を行いました。11

月26日には、州都をテーマとした未来会議の

第３回目を開催しております。 

 まず、25ページに、道州制推進知事・指定

都市市長連合の政党への要請活動について、

記載をしております。21日は、11月から新共

同代表に就任された村井宮城県知事、22日は

副代表の古川佐賀県知事が、要請活動をされ

ております。本県からは、参加をしておりま

せん。 

 要請先は、自由民主党、公明党、みんなの

党、民主党、日本維新の会でございます。 

 要請内容としては、総選挙の政権公約に、

道州制を推進する方針等を明記し、道州制へ

の理念や制度設計実現に向けた工程等を具体

的に盛り込むこと、２番目で、道州制推進法

を地方の意見を反映の上、平成25年通常国会

において成立させることを要請しておりま

す。 

 26ページをお開きください。 

 第３回くまもと未来会議について、まとめ

ております。今回は、東京大学大学院教授の

姜尚中委員にも御出席をいただいておりま

す。 

 会議では、事務局で作成しました州都構想

の骨格案に基づき、州都に向けた取り組みの

方向性等について、委員から御意見をいただ

きました。 

 その資料につきまして、先に御説明させて

いただきます。28ページ、29ページをごらん

ください。２回目までの委員会で、未来会議

の御意見を盛り込んで整理したものでござい

ます。 

 28ページには、州都構想の目的、州都選定

の視点、州都の条件、そして、今回新たに州

都のイメージという項目を追加して、熊本が

目指すべき州都の姿をまとめております。 

 州都の目的については、第２回会議で、九

州のどこの県からも支持を得られるよう、九

州の多極分散型発展というのを前面に押し出

すべきという御意見をいただきましたので、

今回、多極分散型発展を目指すこれからの九

州にあって、熊本がどのような貢献ができる

のかを考えるきっかけとなるということを目

的にしております。 

 また、２番目のところで、州都を目指す過

程で、より品格があり活力のある県へとレベ

ルアップを図るということで、前回この委員

会でも御議論をいただきましたが、州都を目

指す過程でのそのレベルアップを図るとい

う、そういったことも目的にしております。 

 29ページですが、熊本の現状をまとめます

と、強みとしては、九州の中心的機能を担う

十分な潜在能力があるということが上げられ

ますが、一方、弱みとして、九州各地とのつ

ながりや、全国や世界とのかかわり方が十分

とはいえないということが挙げられておりま

す。 

 未来会議の委員から出ました、熊本と九州

を結び、熊本を全国、世界に開くということ

をキーワードに、今後の取り組みの方向性を

整理しております。 

 それぞれの視点の方向性としては、地理的

視点においては、横軸を結ぶということ、経

済的視点においては、知の集積と交流拡大を

目指すということ、安全・安心の視点におい

ては、九州を支える防災拠点づくり、そし

て、品格・暮らしやすさの視点においては、

品格あるオープンな生活圏の形成、政治的視

点においては、九州のよき世話役となるとい

うような取り組みの方向性を記載しておりま

す。 

 そして、このような取り組みに当たって
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は、県民一人一人の熱意が原動力であり、州

都議論へ県民が主体的に参加していただくよ

う、動機づけやきっかけづくりが必要といっ

た内容をまとめたものが、この州都構想骨格

案でございます。この資料をもとに、御議論

をいただいたわけでございますが、27ページ

に戻っていただいて、今回、第３回目の未来

会議でいただいた主な御意見というのは、

「九州全体が、半日経済圏で結びつき、東ア

ジアの大都市に対抗できる時代を導き出して

いくためには、アクセス面からも熊本に州都

を置くべき」、「留学生やグリーンツーリズム

など、長期滞在型の人が集まってくる、文化

的で美しい魅力ある生活圏を形成し、発信し

ていくことが重要」といった御意見のほか、

下から２つ目のポツのところに書いておりま

すが、「熊本が州都になることについて、県

内の周辺部にどういう波及効果があるのかし

っかり説明していくと、県民の州都への理解

が深まっていくのではないか」ということ

で、前回、この委員会でも御議論いただきま

した、市町村や県民への周知ということが大

事だというような御意見をいただいておりま

す。 

 州都をテーマとした未来会議は、この第３

回会議で終了ということで、今後は、庁内の

検討部会で検討の上、今年度内をめどに構想

を取りまとめる予定でございます。 

 最後、30ページをごらんください。 

 昨年度も開催しておりますが、今年度も、

道州制の周知啓発として、「道州制シンポジ

ウムｉｎ熊本」を開催いたします。来年１月

16日の13時30分から、ホテル熊本テルサで開

催する予定でございます。主催は、九州地域

戦略会議になります。今回は、元総務大臣、

元岩手県知事の増田寛也氏をお迎えし、基調

講演をいただくとともに、パネルディスカッ

ションでは、蒲島知事、幸山熊本市長、九経

連松尾会長に御参加いただきまして、議論を

行う予定となっております。委員会の皆様方

には、別途御案内をいたしておりますが、ぜ

ひ御参加いただきますようお願いを申し上げ

ます。 

 私からの説明は、以上でございます。 

 

○重村栄委員長 以上で執行部からの説明が

終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

 地方分権改革関係及び道州制関係について

の質疑を行います。質疑のときは、挙手をお

願いいたします。質疑はございませんか。 

 

○大西一史委員 いろいろ御説明をいただき

まして、ありがとうございました。 

 この解散・総選挙というこういう状況にな

ってしまって、地域主権推進大綱が駆け込み

で閣議決定をされて、何か選挙前に「一丁目

一番地」だと民主党が言っていたことを、と

りあえずやっつけでやったような印象を私は

持って、こういう議論の進め方ではどうなの

かなというふうに思いますが、今後の進め方

としては、また新しい政権なり内閣において

いろいろやっていかれるというふうに思いま

す。その中で、直接的にさっき御説明があっ

た第１次、第２次一括法への対応状況という

ところに、ちょっと細かいところに入りお尋

ねしたいんですが、以前から条例の本県独自

の基準についてはどうなっているんだという

ことを、きちっと説明するようにということ

で、６月議会だか９月議会で申し上げて、そ

れで今回こういう資料を出していただいて、

ある程度、概略ですけれども書いていただい

ております。 

 この７ページにある、健康福祉部所管の全

条例に共通した独自基準であるとか、個別条

例による独自基準を設定するに当たって、ど

のくらいの時間を要したのかということと、

この規定なり義務規定なり何なり設定をする

に当たって、関係団体の意見を聞いたという

ふうにおっしゃいましたけれども、どういう
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プロセスをとったのかという、その関係団体

と意見調整をどのくらいやったのか、あるい

は審議会を開いたのかとか、その辺の過程と

いうのは非常に重要だろうというふうに思う

ので、その辺について、教えていただきたい

と思います。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 今回の基準条例の検討に当たりましては、

高齢者、障害者など、施設やサービスを利用

される当事者の方々の福祉の向上というの

は、もちろん第一の目的で、地域主権の趣旨

も踏まえながら、施設の設置者、あるいは各

種福祉サービスの提供事業者、それから各種

団体、これらの方々からの意見を踏まえて検

討を行いました。 

 具体的には、昨年度の夏ごろから、基準条

例に盛り込みます独自基準、これは、御説明

しました、結果的に５項目ということです

が、これについて、内部で検討をスタートし

まして、12月には、その基本的な考え方をま

とめて、各関係課が共有しながら、本格的な

作業をスタートいたしました。 

 個別に経緯を申し上げますと、まず、高齢

者関係の施設につきましては、昨年11月か

ら、県の社会福祉審議会というのがございま

すが、この中の部会を活用して、４回ほど議

論を行っております。それとは別に、関係団

体の意見照会ですとか、関係団体の理事会、

総会等で御説明し、意見をいただいておりま

す。 

 また、児童関係の保育所関係では、特別に

この基準条例を検討する検討委員会を設置し

まして、２回議論を行っております。これに

つきましても、個別に関係団体との意見交換

を、２度ほど開催しております。 

 それからもう１点、障害者関係の施設につ

きましては、同様な形で進めておりますが、

特に、ことしの１月から３月にかけまして、

基準条例の内容に関するアンケート調査を行

っております。これは当事者の方660人ほ

ど、それから事業者の方1,000人ほどに対し

て、個別にアンケートを実施して、意見を聴

取しております。障害者関係施設につきまし

ても、基準条例の特別な検討会を設置して２

度ほど議論を行いながら、また、事業者や市

町村からの御意見もいただいております。 

 こうしたことで、昨年夏ごろから集中的に

作業をやっておりまして、最終的には、こと

しの10月13日から11月11日まで、パブリック

コメントを実施して、今回12月の定例会に、

条例案という形で提案させていただいており

ます。業務につきましては、条文を検討しま

す関係各課、相当な作業量、時間外もしてお

りますし、調整します健康福祉政策課におき

ましても、約１名がこれに専従するというよ

うな形で、相当なエネルギーを要しながら作

業を行ったということでございます。以上で

ございます。 

 

○大西一史委員 今の説明によりますと、相

当時間をかけて、１年以上かけて検討してい

ったということで、それなりに、手続的には

審議会の部会を利用したりだとか、関係団体

との意見交換をしたりとか、検討委員会をつ

くったりだとか、アンケートしたりだとかと

いうことで素案を練り上げて、最終的にはパ

ブリックコメントということでしょうけれど

も、やっぱり相当労力がかかる。だけれど

も、この労力をかけた分のその効果というの

が、ここに効果を書いてありますけれども、

本当に、はかれて初めて報われるという話に

なるんだろうというふうに思います。 

 それで、やっぱり今回のこの第１次一括

法、第２次一括法というのは、本当に意味が

ある、条例で改正するほどに意味があるもの

が多いのかどうなのかというのは、いろいろ

検証してみると、かなり疑問があって、労多

くして本当に得るものがないというような部
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分も、一部にはあるというふうに思われま

す。けれども、ただこうして、さっき拝見し

ていましても、特別養護老人ホームの居室の

定員の特例を独自設定ですね、こうすること

によって、ある意味では、個室が中心にはな

るんだろうけれども、例えば、複数入ること

によって、夫婦であったり、あるいはその家

族であったり、いろいろ選択肢がふえるとい

う意味では、かなりいい基準になったんでは

ないかなというふうに思います。こういうこ

とを考えるプロセスというのを、もう少し庁

内で、これは、今回は、たまたま健康福祉部

の話をしていますけれども、これは、今後、

土木部であったり環境生活部であったり、い

ろいろほかにもあると思いますけれども、法

律というか、今までは法律で決まったことを

大体、基準にしても何にしても、余り考えず

にできることのほうが多かったけれども、独

自で基準を考えるというのは、ものすごく責

任を伴って、執行部としても非常に重い作業

になると思うんですよ。だから、そのときの

手続というかプロセスを、今後、しっかり構

築をしていただきたいということを、今回お

願いしておきたいというふうに思います。こ

れは健康福祉部だけではなくて、全ての部に

関係すると思いますので、そういうふうにし

ていただきたいということと、それから、こ

れは法制の調整であるとか、審査であると

か、そういったところの調整、あるいは関係

法令との調整であるとか、いろんな検討が必

要になってくると思うので、相当時間がかか

ると思います。そういう意味では、法務部分

の職員の研修であるとか、そういう体制を強

化するであるとか、そういったことを検討し

ていって、今後は、具体的な条例案について

は、議会で、それこそ来週、それぞれの常任

委員会で審議されると思いますから、いろい

ろまた御意見が出てくると思いますが、やっ

ぱりこの独自基準のルールづくりについての

庁内の民主的な手続といいますか、意見聴取

も含めて、そういった手順をきっちり考えて

いただくことが、今回の、国からやれと言わ

れた第１次、第２次一括法への対応に対し

て、それを発展させることになるんじゃない

かなというふうに私は思います。 

 それとあとは、これは来年の４月以降にな

ると、各地でいろんな独自基準が出てきて、

熊本県の基準よりももっといいものがひょっ

としてあるかもしれない。そうしたら、そう

いうものを取り入れ、今度は改正をしていく

というプロセスが、また出てくると思うんで

すね。そういったこともやっぱり目配せをし

て、改正したからこれで終わりじゃなくて、

やっぱり条例というのは常によりよいもの

に、生き物ですから、よりよいものに改善し

ていこうというようなことを意識すること

が、本当の意味での地方分権になるんではな

いかなというふうに思います。そういう意味

では、県庁の職員の皆さんの力量が問われて

いるというふうに思いますし、我々議会のほ

うも、これを審議するに当たっては、相当勉

強しなければならない状況でありますので、

その点も意識しながら、ぜひやっていただき

たいということを、お願いをしておきます。

以上です。 

 

○重村栄委員長 ほかにございませんか。 

 

○前川收委員 今、大西先生がおっしゃった

条例については、現場の意見を本当に聞いて

いただいて、一部、老人ホームのユニット化

ではなくて多床化の話ですね、こういう話

は、非常に現場の現実に則した対応をしてい

ただいたなということで、私は高く評価をし

たいというふうに思っております。国が画一

的に決めたことということではなくて、やっ

ぱり地方の現場の声があれば、県は現場の側

に立つという立場をとって、今後もやってい

ただければというふうに思っております。 

 それから、九州広域行政機構の話で、国が
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権限をくれないならばという話が、もとも

と、そもそも論はいつも言っているとおり

で、出先機関の廃止ということが大前提で、

受け皿として九州広域行政機構というものを

つくりましょうという話から始まったという

ことは、常に確認をさせていただいていると

ころでありますけれども、今回、今の選挙の

状況も踏まえて考えると、非常に厳しい状況

があるのかなというふうに、私は思っており

ます。 

 そこで、九州広域行政機構というのは、道

州制を見据えたという言葉がよく使われてお

りますから、道州制を見据えて考えるという

前提でいくと、国の仕事を機構でやるという

発想と、もう１つは、前も私は言ったことが

あると思いますけれども、九州各県が、一部

事務組合的な、市町村がやってきたような事

務をちゃんと一元的にやりましょうという、

一部事務組合ですね、法律上言う、これがや

っぱり本来あってもいいんじゃないかと思う

んですよね。つまり、国から何かもらわない

と、この広域行政機構というのは必要ないと

いうのは、これはもう理念的にはそうです

よ、いわゆる受け皿なんだから。とはいえ、

ここまで議論してきて道州制を見据えるとい

う話が仮にあるとすれば、今やっている事務

を、ほかの県と一緒にやってみようかという

テスト的な話でもいいんですけれども、そう

いうステップを踏んでいかないと、いきなり

道州制と言ったら大変なことになると私は思

っています。市町村合併だって、私の地元だ

から言うわけではないんだけれども、正直言

ってやっぱりいろいろありますよ。ただ、市

町村合併だって、一部事務組合はやってきた

んですね。一部事務組合という段階は踏まえ

て、そこでいろんな広域的な仕事を一緒にや

るというステップがあって、その次に、市町

村合併というステップがあったんだけれど

も、道州制は何もステップがないんですね。

おっしゃるとおり、これがステップだとする

としても、国からの機関のやつだけのステッ

プであって、今やっている、県でやっている

仕事というのを各県で共有化してやっていく

というのは、必要性がないのかなとずっと思

ってきたわけでして、本来それがないのなら

道州制は必要ないんじゃないですかね。理念

だけが先行してしまっているということに見

えて、私は仕方がないわけでありまして、ち

ょっと２つのことを重ねていきながらの議論

になりますけれども。では、質問としては、

九州広域行政機構の中で、いわゆる一部事務

組合的な熊本県と長崎県がやっている高速船

ですか、そういった種類で、みんなでこれは

やりましょうやというような議論は、あった

のかなかったのか。国からの権限移譲分だけ

で議論をしてきたのか、その辺について、御

答弁をお願いします。 

 

○坂本企画課長 企画課でございます。 

 ２年前この議論が始まりましたときに、既

に、まず、国から国の出先機関の事務をどこ

で受けるかという話が１つ。それと、将来的

にその受け皿となった組織が、九州の事務を

みんな持ち寄って何かやるという効率的な組

織にならないか、そういった議論は最初から

ありました。ただ途中で、道州制へのステッ

プと位置づけるという議論は、蒲島知事は常

にされていたわけですが、九州知事会の中で

は、途中から、その議論とこの議論は分けて

しようという話になっておりました。という

ことで、特段、持ち寄り事務の話を詰めずに

進んできました。 

 途中で、国がこの法案をつくるときに、持

ち寄り事務を義務化するような動きが出てき

たものですから、逆に、九州としては、その

持ち寄り事務の話については、強制されて、

法律で規定されてするようなものではないと

いう、そういった反論をしたこともあって、

今のところ具体的に、どの事務を持ち寄ると

かいうことは定めておりませんが、まず、関
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西が今、広域連合という実態をつくっている

ということがあって、非常に進歩しているわ

けです。 

 そこで、我々がまず、今、やりたいと思っ

ているのは、何か持ち寄れるものがないか、

今の自治法の中でできる広域連合というもの

はつくれないか、そういった議論は必要だろ

うという話になっております。 

 なおかつ、前回の九州地方知事会議の中で

は、やっと知事がずっと言ってまいりました

道州制へのステップとしてというようなこと

が、中で議論されることになり、終わった後

の記者会見の中で広瀬知事が、この九州広域

行政機構という議論は、道州制への一里塚と

位置づけるという議論になったというような

ことを話されました。 

 そういうことで、今後はそういった、今、

前川委員がおっしゃったような方向での検討

もしていくことになるだろうと思っておりま

す。 

 

○前川收委員 そこは、やっぱり、しっかり

私たちは考えていかなければいけないと思う

んですね。 

 自民党は、政権公約の中で道州制を進める

という話を書いています。私も自民党ですけ

れども、そこはやっぱり慎重であるべきだと

いうのが、基本的な私のスタンスなんです。

というのは、さっき言ったように、市町村合

併の大規模版みたいなやつが、いわゆる形と

しては、道州制という話が仮にあるとすれ

ば、試験的に何もやってないという状況、こ

れを段階的に、一部事務組合的なものが九州

の中にできて、それをやっぱり５年､10年､15

年､20年やっていきながら、もうそろそろ県

の境目は要らないんじゃないかなということ

を徐々に、みんなが意識を持ちながらやって

いかないと、法律を上からかぶせてどんと一

緒になれと言われてしまったときには、地方

は、大変なことになると思っていますので。 

 ただ、昔というか５年ぐらい前だったか、

何年前だったか忘れましたけれども、私は質

問でも言ったことがあるんですね。道州制と

いう話をする前に、市町村だってちゃんと一

部事務組合でやってきたですよと、事務の許

認可を。そこで効率化も図ってやってきたん

だと。つまり、そこがあるかないかが、道州

制の議論のスタートであって、そこが必要性

の始まりだということだと、僕はずうっと思

ってきたんだけれども、途中で国から仕事を

もらうという話が出てきて、その受け皿で、

広域行政機構ができてしまって、今度はそっ

ちばっかりの話をしていっているということ

ですから。まあ、変える変えないは先の話で

もいいんだけれども、また、州都は別の話

で、なればという話でありますから、それは

それとして州都の議論をすることは、熊本県

の都市機能を高めるためには非常にいいこと

だと思っていますから、それはそれでいいん

だけれども。余りにも何か理念だけが先行さ

れていって、それは、基礎自治体の方が、余

りいい顔をなさらないというのは、当たり前

だと私は思いますね。そこのところは、やっ

ぱり県としてもしっかりわきまえながら、事

務を共有化できるのかどうなのかというこ

と、それは県の枠を取っ払うではなくて、段

階的にという前提で、そういうのが必要なの

かということを、しっかり議論していただけ

れば、それは相当、道州制の議論の中に、い

い悪いも含めて入っていくんじゃないかな。

今は理念だけじゃないですか。道州制をしな

ければならない、「何で」と言われたときに

は、「何で」は誰もわからぬとですね。たぶ

ん、事務の効率化ということはあるかもしれ

ないけれども、それは別に、国家財政のため

に地方がただ寄せ集められていくということ

であれば、私はそういうやり方は反対です。

そういったところを、しっかり今後も議論を

していっていただければというふうに思いま

すが、持ち寄り事務の中で具体的に何か、こ
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れはどうだろうかというのが挙がったものは

何かありますか。 

 

○坂本企画課長 九州知事会と、経済界と一

緒になって議論する九州地域戦略会議という

のがございます。その中で、九州各県が、い

ろんなことを共通でやろうということをテー

マとして、いろんなことをやってきました。

そういう意味では、実質的に、その広域連合

的なことをやってきた部分はあります。今

回、その持ち寄り事務の話で、最初に話題に

なったのは、ドクターヘリのようなものの運

用というのは、一体的に九州全体でやったほ

うがいいのではなかろうかみたいな議論があ

ったことはありました。 

 

○前川收委員 ドクターヘリが必要だから、

県が合併しなければならないなんていう話に

は当然ならないわけだけれども、そういうの

は、どんどんやっぱり効率化されていくべき

だと思います。ヘリコプターみたいに、どん

どん県境を越えてやるというのは、県がその

機構の中で、もしくは、名前は何でもいいん

だけれども、幾つか、何台か持っておけば、

１県１台でなくても済むかもしれない。お互

い使い回しがききますよという話、そういう

のがあって、そこから少しずつステップアッ

プしていくということで考えてもらえればな

というふうに思っております。以上です。 

 

○重村栄委員長 ほかにございませんか。 

 

○松岡徹委員 ２点ほどお聞きしますが、１

つは、一括法に基づく条例化の問題で、守る

べき基準と標準と参酌とあったね。国の基準

で、やっぱりこれはいかぬということで上乗

せ、横出しする、独自基準をつくるという

か、さっきの表の、２人から４人とかいうの

は積極的だと思うんだけれども、逆に言うと

国が決めたあれで参酌になっている特養関係

の中身なんかを見ると、こういうのは、やっ

ぱり参酌じゃなくて、本来国の法令によっ

て、ミニマムとしてすべきだと。参酌になる

と、それは、それぞれの自治体の財政とか政

策判断で変わったりするわけですよね。そこ

のところは、私はやはり、国の法律そのもの

に問題点としてあると。県としてそういう点

で、やっぱり高齢者福祉とか児童福祉とか、

そういうのが自治体の判断で、より悪くなる

というようなことにならないような歯どめと

か留意とか、各担当課に条例の説明で、ずっ

と細かく聞いてきたんですけれども、現時点

では、担当課でも、そこは、相当真剣に議論

されて頑張っていらっしゃるというのはわか

ったんですけれども、その辺のところを、ひ

とつ見解として聞いておきたいですね。これ

が第１点。 

あと２点、３点は続けて言っていいです

か。 

 

○重村栄委員長 今のは、質問の趣旨が伝わ

ってないような気がしますけれども。わかっ

てないような気がしますけれども。吉田課

長、では、わかる範囲で答えられますか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 今回の基準条例に

つきましては、今お話がありましたように、

これは、省令の中身に従ってくださいという

ものと標準的な内容と参酌というのがござい

ました。 

 それで、国のほうで、そういった形で決め

られましたので、それに従って参酌で、省令

の中にある程度規定があるものを上乗せした

り、横出ししたりということで作業をやって

きましたが、松岡委員がおっしゃいますの

は、国としてミニマムの部分もあるんではな

いかというお話がございました。 

 今回、確かに従うべき基準、例えば、施設

の人員ですとか面積、これにつきましては、

一応条例の中では規定できるけれども、国が
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決めたとおりやってくださいという形なもの

ですから、形としては、地方が決められる形

をとりながら、実質的には国が決めていると

いうような内容で、今回の条例のつくりたて

といいますか、そこが、やや地方への任せ方

というところが、裁量の分が少ないというこ

とも含めて、実際に作業した立場としては、

少し中途半端な決め方があるのかなというの

は、感想として持っております。 

 中身につきましては、特に参酌につきまし

て、利用者の方々の福祉の向上、決してサー

ビスが低下しないようにというのを第１に、

内容の検討はしてきたつもりですので、十分

そういった意味での歯どめは意識しながら、

作業をやってきたというふうに思っておりま

す。 

 

○松岡徹委員 それから２点目は、九州広域

行政機構の問題ですけれども、前回の委員会

のとき、たしか課長の答弁だったかな、原点

に戻って知事とも協議をしますというような

お話、そういうことだったね。それで、その

後の変化というか、経過は、課長が説明した

ような15日の閣議決定と。その前の日に、地

方をよくする会が、臨時総会を開いて、移管

の決議を国会内でしておるな。そして、その

後、市長会が15日、町村会が16日に、遺憾の

声明を出している。ここに文書を持っていま

すけれども。その後、今度の総選挙で政権交

代の可能性大と、今言われているんですが、

自民党の政権公約Ｊ－ファイル2012を読んで

おったら、表現として国の出先機関の特定広

域連合への移管については、反対というふう

になっているわけだね。この出先機関問題

は、淡々とじゃなくて、かなり激変している

と思うんですよ。そういう中で、前回、課長

が、原点に戻って考えると言われたけれど

も、やっぱりそこは大事だと、本当に考えな

いといかぬ。そこら辺の認識の何というか変

化とか、どういったものになっているのかな

と。さっきの説明を聞いただけでは、今まで

と余り変わっておらぬなという感じがするん

だけれども。 

 それから、それと関連して、僕は、こうい

う広域連合的なもので非常に懸念するのは、

例えば、例の大飯原発の再稼働問題で、関西

広域連合がオーケーを出すわけだね。大飯原

発は、それを受けて、政府がオーケーという

ことで。やっぱり、こういう組織のつくり方

を軽々に進めると、本当の住民とか、あるい

はその市町村とか、県とかという意思を飛び

越えてそういったことがなされるケースも、

関西の場合はできてきているので、やっぱり

これは、いろいろ立場を超えて慎重に考えな

いといかぬと思っているわけですけど。そこ

ら辺も含めて、課長でも部長でもいいですけ

ど。劇的な情勢の変化の中で淡々とではいか

ぬ。さっきの説明では、余り変わっとらぬな

という感じがしたものだから。 

 

○重村栄委員長 今の質問の趣旨はわかりま

したか。 

 

○坂本企画課長 関西の原発問題を除いて、

お答えをいたします。 

 原点に戻ってといいますか、知事は、最初

から、基本的には九州広域行政機構というの

は、道州制へのステップと位置づけというこ

とを申し上げてきたんですが、実態的には国

の出先機関の受け皿づくりということに、話

が小さくなっていった感じがしておりまし

た。 

 そういうことで、市町村からの反対も非常

に多かった状況の中で、もともとの大きな話

として、国の形を変えるというような議論の

中で、原点に戻って、道州制へのステップと

位置づけて議論をしなければ、なおかつ、市

町村と意見交換を十分重ねながらやらなけれ

ばならないというのが、前回、私が説明した

趣旨でございます。 
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 それで、今回の10月31日の九州地方知事会

におきましては、この意見書にもあります

が、市町村等のコミュニケーション、意思疎

通をというような言葉を、あえて基礎自治体

や経済団体との意思疎通を深めながらという

言葉を入れたり、あるいは終わった後の記者

会見の中で広瀬知事が、あえて道州制への一

里塚と位置づけた議論をと言ったりというこ

とで、うちの知事が思っていたような、最初

議論していた、原点で考えていたようなこと

が、かなり話されてきたのではないかなと思

っております。かなり変わったつもりで、こ

こに出しておるところです。 

 

○松岡徹委員 よかほうには変わっておらぬ

ような感じがするんだけれども。 

 要するに、そうすると、この出先機関の受

け入れというか、そういった広域連合的な広

域行政機構よりも、道州制を志向したものに

議論を発展させていくということかな。 

 

○坂本企画課長 そういった議論を、国民的

議論を重ねないと、この話は動かないだろう

なというようなことで考えております。 

 

○松岡徹委員 ちょっと別な話で、世間がど

うなるか知らぬけれども、少なくとも自民党

が、今でも大きな政党だから、大きな影響力

を持っているわけですけれども、出先機関の

受け皿的な広域連合的なものについては、反

対というふうに政権公約で出しているわけだ

から、やっぱりこれは、私は、それは立場を

超えて非常にいいことだと、いい方針を出し

たなというふうに思っているんだけれども。

だから、そこの認識は、やっぱり現実的に

は、我々は別な世界の議論をしているわけで

はないわけだから、やっぱりそれはきちっと

認識しなければいかぬと。選挙が終わった

ら、自民党がそれを変えるというわけではな

いわけだろうからと思うんですよ。 

 それと、道州制への志向という点では、こ

れはこれでよろしくないと私は思うんです

よ。 

 それで、これは県民アンケートでもそうい

う傾向が出ておったんだけれども、最近出た

ある新聞での世論調査で、県民の意向調査

で、道州制問題で、現在の都道府県のままで

不自由を感じないというのが30.4とか、道州

制になっても福岡市への一極集中が進むだけ

だというのが22.8とか、道州制については余

り好まぬというか、そういうのが、やはり５

割を超えているのが出ているんですね。これ

は、ある面やっぱり、県民アンケートの結果

からしてもそうだけれども、やっぱり実際の

県民の思い、感覚じゃないかな、認識じゃな

いかなと思うんですよね。 

 それで、前回のときもちょっと言ったんで

すけれども、この道州制論の前提にあるの

は、廃藩置県から都道府県制が敷かれて云々

とあるんだけれども、実際上、現在の憲法が

できる以前は、都道府県というのはあったに

しても、正確に言えば、国の行政官庁であっ

て、本当の意味での地方自治体じゃないんで

すよ。知事だって官選知事だし。今の地方自

治というのは、憲法第８章で定義づけられ

て、そして、地方自治法もできて、戦後の話

でね。だから、廃藩置県以後云々なんという

のは、よく論者が言うけれども、おかしな話

であってね。本当の意味での都道府県が、広

域自治体として役割を果たさなければいかぬ

だったけれども、実際上は、例えば、80年代

に臨調行革がある、90年代は景気対策で、大

型公共事業にどんどんということで財政のツ

ケを負う。そして、今度2000年代になったら

構造改革、三位一体改革と。本来、県が果た

すべき広域自治体としての役割とか、市町村

への補完機能とか、あるいは総合的な問題の

解決能力とか、前回５点ほど言ったけれど

も、そういうことができないような都道府県

に追い込まれているのが現状である。ところ
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が、県民は、やっぱりそれでも都道府県のま

までいいとかいうようなことを思っているの

が実態でね。そこら辺は、もう少し委員会で

ももっと検討して、何か道州制というと、前

川委員も言ったように、空論的に、イデオロ

ギー的にぽわんとしていてね。そういうもの

ではないと思うんです。 

 だから、もう少し、都道府県のこういうの

に応えて、都道府県制ではいけないのかとい

う地についた議論を、委員会としてもやるべ

きだと、再度提案しておきたいと思います

し、こういう新聞を、これは見られていると

思うけれども、こういう傾向については、大

体どんなふうに、認識としては。道州制を議

論するというのが、それで何か広域行政機構

の議論が、１つの方向性ができたというよう

な話だけれども、それは違うんじゃないかな

という感じです。 

 

○坂本企画課長 まず、現在の国の特定地方

行政機関の事務等の移譲に関する法律案、こ

れまで積み重ねてきた議論、あるいは法案と

いうものが今後どうなるのか、自民党が反対

しているのではないかというような御質問に

関してですが、11月16日に、九州地方知事会

長が出しておりますコメントでは、今後の国

と地方のあり方に関する制度を構築する際の

礎になるものと考えるということで、今後、

今回の法案を、土台として取り組んでいただ

きたいというようなことで考えているところ

です。 

 それと、県民アンケートは、県のほうでも

行っておりまして、毎年６月に行います県民

生活に関する意識調査においては、「道州制

について知っていますか」という質問に対し

て、「ほとんど知らない」という方が37.4％、

「イメージぐらい」という方で半分ぐらいで

す。よく知っている方は１割という状況にあ

ります。 

 そういう中で、我々は以前から申し上げて

おりますとおり、もっと県民の方々、国民的

な議論にしなければいけないということで考

えております。そのためには、こういった議

論をもっともっと周知していくでありますと

か、我々熊本県は、今回１月に行いますシン

ポジウムで３年連続となりますけれども、こ

ういった形で道州制シンポジウムを開くであ

りますとか、県民の方々にこういう動きを周

知していくということを通して、この議論を

重ねていきたいと考えています。 

 

○重村栄委員長 松岡委員、少し集約して御

質問をお願いします。 

 

○松岡徹委員 委員会だから議論もせんとい

かぬけれども、道州制というのが何という

か、前回も言ったけれども、日本経団連の第

２次提言でいくと、究極の構造改革と位置づ

けしているわけだね。そうすると、構造改革

というのは一体何だったのか、究極の前の構

造改革ですね。まさに構造改革によって、地

域経済は疲弊し、地方の行財政はやせ細っ

て、国民の暮らしだって大変なことになった

んじゃないですか。だから、そこら辺の問題

を、やっぱりしっかり考えなければいかぬと

いうことと、道州制の前提には、都道府県そ

のものがもう金属疲労で、賞味期限が切れて

道州制となっているわけですね。 

 私は、都道府県ではなぜいけないのかとい

う議論が抜けていると、たびたび言っている

わけですよ。そういったのを、執行部も議会

としてもきちっと煮詰めるというのが大事じ

ゃないかということを、これ以上言いません

けれども、再度言っておきたいと思います。 

 

○重村栄委員長 ほかにございますか。 

 

○大西一史委員 今のに関連してというか何

というか、出先機関改革の話はいろいろ出て

いますけれども、これは、私もほかの議員も
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さんざんやりましたし、これからもいろいろ

議論になると思いますけれども、これで都道

府県と市町村間に溝ができては何にもならな

い話で、そもそも論として１回、本当にこの

前の話ではないけれども、振り出しに戻って

やっぱり考えなければならないというふうに

思います。 

 今、前川先生もおっしゃったとおり、自民

党の公約の中に、やっぱり民主党が進める出

先機関改革に対しては、当然反対であるとい

うこと、都道府県を廃止して複数のブロック

に再編する道州制を進めて、道州制基本法を

やるんだと、その辺はセットで議論すべきだ

というような主張がある。だけれども、これ

に対しても地方では、やっぱり同じ政党の中

でもいろんな議論があってくると思うので、

その道州制の議論が、国会のほうでどうなる

かは別として、やっぱり県と市町村間で、そ

れぞれの本当の役割分担というのはどうすべ

きなのかということ、それを積み上げた上で

の、さっき前川先生もおっしゃったように、

共通でどういうことができるのか、そして、

国が今担っている部分を、これは担えるじゃ

ないかと、もう少し具体的な丁寧なことを積

み上げることをやっていただくのがやっぱり

一番だろうと思いますね。全国知事会が、自

民党に対しては、出先機関改革は今後の地方

分権改革の方向性を決める試金石とも言える

政策課題であり、遺憾であると言わざるを得

ないというふうに苦言を呈しておるようです

けれども、その全国知事会も、ただ単にそう

いう、何というか、政党に対して苦言を呈す

るとかじゃなくて、具体的にこうしたほうが

いいんですよという提言を、やっぱりどんど

ん持って行かないと、さっきの話じゃないけ

れども、本当に何のための地方分権か全然わ

からないと思います。 

 はっきり言えば、さっきの第１次一括法と

第２次一括法の条例の改正にしたって、国の

基準に全部、省令に従っておけば、手続的に

も一番楽なんですよ。そんな１年半も労力を

かけてやらなくても、そんなに変わらぬだろ

う。だけれども、その部分で１年半やって議

論したことによってやっと、さっきの特養の

話にしても何にしても、少し地域の実情に合

わせたものに変わっていくという、この丁寧

な作業を積み上げることが大事だろうと思い

ます。だから、そういう意味では、そういう

進め方を今後やっていただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。政権がどう変わる

かわかりませんが。総務部長でもいいです。 

 

○駒崎総務部長 非常に難しい議論になりつ

つありますので、それぞれの担当部局をまた

ぐ総論的なお話をしたいと思います。 

 ３点ほど申し上げたいと思います。これま

での委員会の議論、あるいは本日の議論でも

出ておりますけれども、１点目は、まず、改

革そのものを目的化してはならないんだろう

ということであります。改革、改革と言っ

て、何か変えればいいんだということだけで

突っ走るのは、慎重でなければならないと思

います。あくまでも、改革は手段だと考えて

取り組む必要があると考えております。 

 ただ、今回の問題で言いますと、道州制と

いう選択肢を最初から否定するのではなく

て、道州制とはどんなものか、あるいはどう

いう道州制ならば地方のためになるのか、県

民のためになるのかという視点での議論は必

要でございますので、選択肢として、排除す

ることなく検討するという姿勢は必要だろう

と思っております。そうした形で、県のほう

も取り組んでおりますので、何も道州制でな

くてはだめだということで議論しているとい

うことではないという点は、御理解をいただ

きたいと思います。 

 ２点目は、これは選挙直前ですので、政党

の名前は伏せますけれども、ある政党の幹部

の方が、ごく最近の総合雑誌に論文を出して

おられる中で、見聞きしたものでございま
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す。最近の政治、最近といいますか、ここ十

数年かもしれませんが、政治不信と言われる

背景というのは、実は、政治家が有権者を信

じていなかったのではないか、それで、有権

者にとって耳の痛い話は全部覆い隠して、都

合のいい話だけして、票を取ってくることに

専念していたんではないかということを書い

ておられまして、成熟した国民を信じ、真実

を語る政治をやっていく必要があると。 

この論文の中で、この政治家の方は、１点

目は消費税の話をされております。これは直

接関係はございませんので、詳細は省きま

す。 

 もう１つは、安易な官僚たたきが妥当なの

かという点を書いておられまして、いずれに

しても、国民に真実を知らせていくというこ

とが、極めて大事だと書いておられます。 

 道州制の問題につきましても、現在の都道

府県と市町村のあり方で、ずっとやっていけ

るのか、都道府県と市町村という２階建て、

あるいは国の仕事もあります。国民・県民は

国税も県税も市町村税も払うというふうな状

態であります。 

 日本全体の人口が減っていきますので、こ

れまでと同じような行政サービスを、これま

でと同じやり方で提供していけば、トータル

のコストは変わりませんので、人口で割ると

１人当たりの負担は、ふえていくということ

になります。特に、労働人口がますます減っ

ていく中で、本当に持続できるのかという点

は、真実を語っていく必要があるんだろうと

思います。そのために、ではどうしたら持続

可能な制度、もっとうまくいく仕組みがある

かという中で、道州制があれば万々歳だとい

うことで押しつけるのではなくて、今の都道

府県、市町村というあり方だけでは、なかな

か解決できない部分が出てきますという部分

があれば、語っていく必要があって、しっか

りと議論をしていく必要があるんだろうと思

っております。それは、国も地方も、しっか

りそうした国民・県民に説明をして、決して

こういうふうにすべきだという結論を押しつ

けるのではなくて、国民の不安や懸念を吸い

上げながら取り組んでいく必要があるんだろ

うと思います。 

 ３点目は、こういう状況下で、地方として

何をなすべきかということでございますが、

いきなり道州制になることについては、さま

ざまな不安があるのは確かだろうと思いま

す。前川委員からお話がありましたように、

都道府県の一部事務組合的なところで、実験

的なことをもっと積み重ねていけばいいんで

はないかという漸進主義的なやり方もござい

ますし、大きな仕組みの中で物事を考えてい

って、大きなところから細部を詰めていくと

いうやり方もあるだろうと思います。そうし

た中で、都道府県としては、あるいは市町村

としては、こういう点が懸念だと、道州制に

なった場合に、国に都合よく、面倒な仕事や

手間のかかる仕事は地方に回されて、地方の

ほうが負担だけふえていく、自主性は必ずし

もないというような事態に追い込まれるので

はないかという懸念があれば、それは、きち

っと伝えていく必要があるんではないかと思

います。 

 きょうもいろいろ御意見があっております

ように、我々都道府県職員の責任はますます

重くなってきていると思います。知事も、国

に責任転嫁するなとおっしゃっているよう

に、これまでは、国が決めたことです、法律

や政令で決まっていますということで、県職

員は逃げられる部分がありました。それは、

権限への逃避という言い方をされる方もいら

っしゃいます。私には権限がありませんか

ら、文句があるなら国に言ってくださいみた

いな形で、権限がないからということで逃げ

ることがあったかもしれませんが、それが、

都道府県で決められるじゃないかということ

で権限を任されたわけですから、権限がある

以上は責任も伴うということで、重要な立場
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に立たされていると思います。そうした中

で、今回の条例改正のような経験を積みなが

ら、経験と勉強を重ねながら、こうした事態

にしっかりと立ち向かっていく必要があるの

だろうと思っております。 

 委員の先生方と思いは変わらないつもりで

すので、さまざまな御意見は受けながら、安

易に改革に流れていくことなく、しかしなが

ら、現状維持のままでは限界があるというこ

とも認識しながら、地方の声をしっかり上げ

ていきたいと思っております。 

 今後も、しっかり勉強させていただきたい

と思います。 

 

○重村栄委員長 ありがとうございました。

ほかに何かございますか。 

 

○堤泰弘委員 ２つ質問します。 

 今、部長のお話を聞いて、随分納得をいた

しました。 

 ７ページ。１つの例として、さっきからお

話が出ていますけれども、これは１つの例で

すね。特老の居室の定員が今、個室型を２人

以上４人以下とすることができるから県はす

るでしょうが、これは２人部屋、４人部屋、

６人部屋ぐらいは今もあるわけでしょう。そ

れから、その後に個室を進めたので、今、そ

れが混在しておると思うんですよね。それ

で、個室には、２人以上４人以下は、恐らく

入所は難しいと思いますので、今後、認可を

するときに、県の独自基準案を適用するとい

うことでしょうか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 今回の条例につき

ましては、来年の４月１日から施行というこ

とで、現在あります施設の状態につきまして

は経過措置ということで、来年の４月１日以

降、施設を新設したり改築したりする場合に

適用がございます。 

 

○堤泰弘委員 わかりました。新築、または

改築のときですね。 

 現行のは、個室と複数部屋を併用していく

ということですね。 

 

○吉田健康福祉政策課長 はい、経過措置が

適用されますので、現行のものは、現行のま

まということでございます。 

 

○堤泰弘委員 はい、わかりました。 

それから、13ページの九州広域行政機構

（仮称）の設立、もし、これが設立されたな

らば、これが道州制のほうに向かっていくの

か、道州制とは全く関係ないのか、これはど

っちですか。 

 

○坂本企画課長 今のところ、この法律案に

従って九州広域行政機構を設立した場合は、

道州制とは直ちにつながるものではありませ

ん。 

 

○堤泰弘委員 関係ないわけですね。 

 

○坂本企画課長 関係ないということではな

くて…… 

 

○堤泰弘委員 関係あるかないか聞いておる

からね。あなたたちは、答弁が長かですよ。 

 

○坂本企画課長 これをつくることによっ

て、経験を積むことで、道州制につながるの

ではないかというふうに考えております。 

 

○堤泰弘委員 関係があるわけだ。 

 

○坂本企画課長 そういう意味では関係があ

ると……。 

 

○堤泰弘委員 はっきり言いなさい。私はそ

ぎゃん答えが一番好かん。 
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 それでは、関係あるということで、ここに

国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関す

る法律案概要が載っていますが、ずっとごち

ゃごちゃ載っていますが、そうするとこれ

は、さっき総務部長のお話で、私もお尋ねし

ようと思ったことの答えが随分出ました。 

 まず、道州制の議論が出たのは、この前も

ちょっとお話ししたですけれども、経団連の

永野さんたちのころですね。もう40年から42

～43年前、あのときは、日本の経済成長は、

恐らく10％前後だったと思うんですね。それ

で、経済効率化、企業も行政も含めて、そう

いう効率化を目指して道州制を導入しなけれ

ばいかぬと、そして、日本は世界の中心にな

るべきであると、あのころは「エコノミック

アニマル」と言っていましたね。そういう大

きな構想の中で、道州制が恐らく言われ出し

たんじゃないかなと思います。 

 ところが、今は人口は減るは、経済はもう

全くいかぬ。けさ、ここに来る前に、車の中

でラジオのニュースを聞いておったら、12月

の日銀短観で、大企業製造業の業況判断指数

はマイナス12、前回９月から９ポイント悪化

だそうですね。これはもう破壊的な数字です

よ。1.2といっても、これは企業に響きます

ね。そういう状況ですね。 

 それから、部長のお話にもありましたよう

に、人口の問題がありました。40年後には恐

らく8,000万人台になるんですね。というこ

とは、年間平均100万人人口が減っていくん

ですよ。だから、永野さんたちがぶち上げた

道州制のころと今は、環境が全然違うんです

ね。先ほどおっしゃったように、県民・国民

のこと、いろいろ環境の変化を考えて、道州

制に移行したがいいならば、これはもう道州

制に移行すべきであるけれども、バックグラ

ウンドが違うということですね。それを認識

していただいて、今から質問に移ります。 

 国の借金が、この前の新聞で、平成24年度

末で1,082兆円になると。これは１つの数値

であって、各都道府県も借金しておる、市町

村も借金していますので、恐らく1,400兆か

ら1,500兆借金があるんじゃないかというこ

とを、一部の学者が言っています。これに対

して、へ理屈を言う人たちがおりますね。道

路やトンネルや橋も国の資産である、だか

ら、これが1,000兆以上ある。だから借金は

怖くないと言っていますが、私はそう思わな

いんですね。 

 それで、今から質問します。そんな中で、

道州制に移行した場合に、この1,400兆の借

金は誰がからうのか、答えてください。 

 それから、道路、港湾、1,000兆ぐらいあ

る資産、これは管理が必要ですね。この前、

老朽化施設のことも、複数の方が、私も質問

しましたけれども。橋とトンネル、８項目で

50年間に190兆、国の４兆6,000億の公共事業

の手当てを全部回しても、結果的には25兆円

不足する、そういう時代ですよ。今度は、道

州制であれば、恐らく国の河川、国道、ダ

ム、もっといろいろありますね、そういうの

がみんな道州制の州にきますよね。そういう

ものの管理あたりも考えて、こういう国の持

ち寄り事務等の移譲、これ10幾つつくってい

ますけれども、それを考えて、これをつくっ

てあるかどうか答えてください。国道やらダ

ムやら河川の管理費は、これ考えておるかと

いうことですよ。 

 

○坂本企画課長 13ページの４段落目を見て

いただきますと、九州知事会からこれまで国

に対して言ってきたこと、なお以下に書いて

ありますが、２番目のところの財源確保のた

めの具体的な仕組みが不明というのを言って

おりますが、それと同時に、例えば、借金を

誰がからうのかという今御質問のあったよう

なこと、そういったことが不明であります。

なので、これが明らかにされていないという

ことを、今までも、我々は国に対して、はっ

きりさせてくれということで言ってきている
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という状況であります。 

 

○堤泰弘委員 それはもう、ぜひはっきり

と、このお金のことだけは、はっきりさせて

から議論を進めてもらいたいと思います。以

上です。 

 

○重村栄委員長 ほかにございますか。 

 

○松田三郎委員 １点だけお尋ねします。 

 資料の11ページ、さっき説明があった戦略

交付金のさっきの御説明と、最下段の参考の

ところを見ております。23年度からすると、

額が、合計で本県分がふえたのはありがたい

ことですが、全国との比較で、伸び率という

か増減率、これが全国ほどないということ

は、例えば、客観的指標の割合がふえたの

は、本県にとって不利だったのか、あるいは

継続事業の事業量がたまたま少なくなって、

その９割、８割で減ったというところが影響

しているのかというのが、何か分析があれば

お聞かせいただきたいと思います。 

 

○濱田財政課長 端的にお答え申し上げま

す。 

 これは、政令市の影響でございます。政令

市への交付分が、今年度は別途になっており

まして、これを加えると、去年の1.6倍、熊

本県のエリアでいきますと1.6倍の一括交付

金がきております。以上でございます。 

 

○荒木章博委員 この道州制に関して、九州

各県の議会あたりは、どういう対策という

か、そういう道州制の委員会を立ち上げて、

どういう状況なのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

 もう１つは、郷土愛が強いが、機運が高ま

っていないと、今、松岡先生も新聞の記事で

言われたんですけれども、その中で、少しで

も盛り上げようということで、１月16日に、

前の総務大臣の増田さん、これはすばらしい

講演をいつもされるんだけれども、基調講演

をされる。啓発としては、今後どういった、

こういう形だけのトップだけのシンポジウム

なのか、今後にわたってどういう計画をされ

ているのか、県民に啓発をするために討論を

するとか、そういうのを、またこれを新聞に

出すとか。県民に対して道州制というものに

関心を持ってもらうための取り組みはどうい

うふうにされていくのか。 

 

○重村栄委員長 後段の部分を、坂本課長。 

 

○坂本企画課長 実は、まだ具体的な計画は

明確ではないんですが、前回の委員会でも、

県民、そして市町村に対して十分周知をして

いくようにというお話があっておりまして、

今後の道州制の政府の動き等も見極めながら

ではありますが、この州都構想も３月にはま

とまりますこともあって、そういうのも議論

の俎上に上げながら、市町村に説明をしてい

くとか、あるいは県民との何かこういうシン

ポジウムをするとか、そういうことを、来年

度は考えていかなければならないと思ってお

ります。ただ、今のところは、具体的にはま

だスケジュールが立っておりません。 

 

○重村栄委員長 それから、荒木委員の前段

の御質問に対しては、私が答える立場ではな

いんですけれども、参考までに、ちょっと発

言をさせていただきます。 

 九州各県議会議長会の下部組織といいます

か、組織の中に広域行政懇話会というのがご

ざいまして、この委員会の中で前川委員、平

野委員、そして、私が参加をさせていただい

ておりまして、その中で、いろんな議論があ

っております。そして先般は、その中で幹事

会というワーキンググループがありまして、

そこでも議論が行われておりまして、そこの

一連の議論の中での私の感覚というか、受け
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ている感じを含めて述べさせていただきま

す。九州の沖縄を除く各県の県議会の中に、

我が県みたいにこの委員会があったり、ある

いは議連があったり、あるいはいろんな協議

会というような場があったり、そういうこと

があるところは九州内で約半数でございま

す。それで、経歴から言うと熊本県が一番活

発に、そして時間もかけてしているという状

況があります。 

 そういうことを踏まえて、理事会なり幹事

会なり出て来られる、あるいは懇話会に出て

来られる委員の方々の御発言を聞いておりま

すと、広域行政、あるいは道州制、こういっ

たものに対する理解度、あるいはその認識

度、これに非常に温度差がございます。熊本

県は一番進んでいるというふうに理解をして

います。全くその辺が進んでない県もありま

す。知事さんが、積極的に道州制等に発言を

されている、イコール県議会もその認識があ

るかというと決してそうじゃなくて、知事さ

んは、積極的発言はされているけれども、県

議会は非常に認識度が低いとか、理解度か少

ないとか、こういった県もございます。そう

いった意味で、議員同士集まっても、なかな

か意見がかみ合わないというのが現実です。

発言をしても、なかなか理解をしてもらいづ

らい、あるいは発言をされない。我々が最初

に始めた、道州制委員会をつくって始めたそ

の当時の認識しかないという県議会もありま

すので、そういった意味では、なかなかかみ

合わないというのが、今の議会の感覚ではな

かろうかなというふうに思っています。さき

にありました幹事会の中で、集まって議論を

してもなかなかかみ合いませんので、いろん

な協議をする場を各県議会でつくってくださ

い、委員会でなくても結構です、ただ、少な

くとも集まって議論するためには、同じぐら

いの認識度、あるいは理解度がないと進まな

いので、各県議会で協議をする、あるいは研

修をする、勉強をする、そういう場をつくっ

てくださいというお願いを、私のほうからさ

せていただきました。議長会のほうには、話

がいっているみたいでございますので、あと

各県議会でどのように対応されるかわかりま

せんけれども、それが進まないと、知事会の

流れに対して我々がついて行けないという

か、置いたままで話が進むということになる

危険性がありますので、そういった提言は一

応させていただいております。 

 一応、参考までに発言させていただきまし

た。 

 

○荒木章博委員 それで結構です。やっぱり

全体的な取り組みの中で、九州一括してやっ

ていかないと、やっぱり１地域が外れたとい

うことでは、これは成り立たないわけですの

で、引き続きよろしくお願いします。 

 

○重村栄委員長 ほかにございますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○重村栄委員長 ないようでございますの

で、これにて質疑を終了いたしたいと思いま

す。 

 それでは、続きまして閉会中の継続審査に

ついてお諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、審

査未了のため次期定例会まで本委員会を存続

して審査する旨、議長に申し出ることとして

よろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○重村栄委員長 異義なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他に入りますが、何かございますでし

ょうか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○重村栄委員長 ないようでございます。 

 それでは、これをもちまして第10回道州制

問題等調査特別委員会を閉会いたします。 

  午前11時35分閉会 
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